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新潟県の下水道について
― 下水道の持続的運営で快適なくらしを未来に繋ぐ ―

　新潟県土木部都市局下水道課長補佐 廣　田　直　之

１.はじめに

新潟県は日本海沿岸のほぼ中央部に位
置し、朝日山地、飯豊山地、越後山脈、
西頸城山地および白馬山地に囲まれ、ま
た、日本海を隔て佐渡島、粟島の２つの
離島を有する。本州日本海側で唯一の政
令指定都市である新潟市に県庁を置き、
20市６町４村で構成されている。
信濃川や阿賀野川をはじめとする河川

が作り出した広大な越後平野は、日本有
数の米どころとして知られ、古くから稲
作や米菓、清酒の製造などが本県の代表
的な産業となっている。明治 21 年には
県人口が 166 万人で全国１位の時代も
あったが、平成 30 年時点では約 225 万
人で 15位となっている。

２.下水道の歴史と整備状況

新潟県の公共下水道は、昭和 39 年５
月に新潟市の船見下水処理場で運転を開
始し、その後は昭和 44 年に見附市葛巻
下水処理場、昭和 51 年に長岡市中央浄
化センター、近年では平成 29 年に湯沢
町三俣浄化センターが供用し、現在では
24市町村 79 か所の下水処理場が供用し
ている。
一方、流域下水道は、昭和 45 年に下

水道法が公害関連法の整備の一環として
改正され、流域下水道に関する規程も整
えられた。これを契機に、本県において
も流域下水道の整備が進められることと
なり、昭和 55年に当時の新潟市、横越村、
亀田町の汚水を処理する信濃川下流流域
下水道新潟浄化センターが最初に供用し、
現在は４流域下水道７処理区が供用して
いる（表－１）。
県における平成 29 度末汚水処理人口

普及率は 87.2％（前年度比 0.6 ポイン
ト増）、下水道処理人口普及率は 75.0％
（同 1.0 ポイント増）（図－１）となって
いる。下水道の普及率は、平成８年には
全国と 21.5 ポイントもの差であったが、

整備推進を図ることにより 3.8 ポイント
（全国の普及率 78.8％）まで縮小してい
る。
下水道整備が進んだ現在においては、

人口減少が進む中、下水道事業のより効
率的な管理・運営、事業マネジメント、
資源・エネルギー利用などが重要なテー
マとなっている。

３.新潟県汚水処理施設整備
構想

新潟県は、平成２年度より、県下全域
において、より効率的な汚水処理施設の
整備・運営管理を適切な役割分担の下で
計画的に実施していくため、市町村の意
向を踏まえ、早期整備と改築更新の手法
や目標を定めた「新潟県汚水処理施設整

図－１　新潟県下水道処理人口普及率の推移

表－１　流域下水道計画概要

※新津市公共下水道としては、S56.6.1に供用開始
※処理能力及び管渠延長の下段（　）書き数値は、現有施設
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備構想」を策定しており、随時見直しを
行ってきている。
平成 26 年１月には、国土交通省、農

林水産省、厚生労働省の三省統一の「都
道府県構想策定マニュアル」が示された
ことを受け、未だに残る未普及地域の早
期解消と老朽化対策を進めるため、今回、
「未普及地域の整備に関する方針」（図－
２）に加え、「既整備地域の運営管理に
関する方針」（図－３）を定め、今後 10
年間で汚水処理施設を概成する整備計画
と持続可能な汚水処理の運営を行うため
の効率的な改築・更新や運営計画をとり
まとめ、平成 31 年１月に新たな「新潟
県汚水処理施設整備構想」の公表を行っ
た。
未普及地域の整備に関して、令和 10

年度には、汚水処理人口普及率 93.5％
と面整備の概成を目標として設定した。
また、改築更新・運営管理の長期目標年
次を令和 22 年度と定め、目標年次の汚
水処理普及率は 96.2％（下水道普及率
は 83.7％）を目標値として定めた。
施設の統廃合の進捗に関しては、未普

及地域の整備に加え、順次既整備区域の
統合等による汚水処理の効率化を目指し、
平成 26 年度末の処理施設数 312 か所か
ら令和 10 年度末に 255 か所までの削減
を目標としている（表－２）。
また、今後の汚水処理施設整備の推進

に向けて、県民の汚水処理施設の役割、
効果についての理解を深めるため、積極
的な情報提供や普及啓発に取り組むこと
としている。さらに、住民意見が汚水処
理施設の整備に反映されるよう努めると
ともに、「選択と集中」の観点から、住
民や社会的ニーズの高い地区などの優先
区域を選定し、重点的な整備を行ってい
きたいと考えている。

４.広域化・共同化

施設の老朽化による大量更新期の到来
や、人口減少に伴う使用料収入の減少等
により、経営環境の厳しさが増すことか
ら、汚水処理施設整備構想における各市
町村単位での効率的な運営に加え、さら
に市町村界を超えた取組の検討が必要で
あり、これからの下水道事業を持続して
いくためには「広域化・共同化」が重要
なテーマとなっている。
これまでも、農業集落排水事業の処理

場を廃止して公共下水道に接続するなど
の処理場統合、し尿処理場を廃止して下
水道へ投入・処理するなどの統合を実施

してきている。近年では、県が管理する
魚野川流域下水道六日町浄化センターに
おいて、南魚沼市がし尿投入施設の整備
を行い、平成 30 年４月より稼働・受入
を開始している。
また、平成 30 年 12 月には、全 30 市

町村および県庁内関係５課を集め新潟県
汚水処理の事業運営に係る「広域化・共
同化計画」策定検討会（写真－１）を立
ち上げ、計画策定までの検討方法、検討

項目、スケジュール等を共有化し、市町
村界を越えた施設統合や汚泥処理の広域
化、ハード面だけでなく維持管理といっ
たソフト面の広域化・共同化などについ
て検討を始めたところである。平成 30
年度に全市町村に実施した意向調査の結
果を踏まえ、今後、分科会による検討を
重ね、令和４年度までの計画策定を目指
している。

図－３　既整備地域の運営管理に関する方針

図－２　未普及地域の整備に関する方針

表－２　整備目標

写真－１　新潟県汚水処理の事業運営に係る「広域化・共

同化計画」策定検討会
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５.ストックマネジメント

新潟県においても、整備施設の老朽化
が進んでおり、平成 29 年度末において
約１万 2,600㎞を超える管渠が存在して
いる（図－４）。管渠は建設後 30年を超
えると道路陥没の割合が顕著に増加する
傾向にあるとされ、該当する管渠は約
1,600㎞となっている。今後、高度成長
期に整備された施設が耐用年数に達し、
急激な老朽化施設の増大が想定されてい
る。
また、下水道が原因の道路陥没は、県

内で毎年 100件前後発生している。平成
27 年度に改正された下水道法では、事

業計画に排水施設の点検方法、頻度を定
めることが規定されたことから、県、市
町村は事業計画の変更を行い、計画に基
づく確実な点検・調査の実施や現状の把
握、適切な維持管理に取り組んでいると
ころである。
施設全体を対象にリスク評価し、維持

管理・点検・調査・改築に係る計画方針
を定める「下水道ストックマネジメント
支援制度」に基づき、県は、平成 28 年
度末に流域下水道のストックマネジメン
ト計画を策定しており、市町村の計画策
定も進んでいる状況である。なお、早期
の計画策定に向け「下水道課職員が市町
村に出向き一緒に作業する」出前講座の

支援も行っており、着実に施設の改築・
更新が進むよう取り組んでいるところで
ある。

６.資源・エネルギー活用

下水道事業の中には、汚泥、下水熱、
リン、消化ガスなど様々な資源・エネル
ギーが存在しており、新潟県においては、
これまでも汚泥については肥料やセメン
ト原料などに、消化ガスは発電燃料に有
効利用している。
消化ガス発電については、平成 25 年

度末に魚野川流域下水道堀之内浄化セン
ターで供用を始めてから、順次他の浄化
センターでも導入を進め、平成 28 年度
末に整備を完了している。これにより浄
化センターで使用する電気の約４割をま
かなうことができ、維持管理費の低減と
CO2 の排出削減が図れており、県以外に
も新潟市、柏崎市、上越市で導入されて
いる。
さらに、最近、「下水熱」の利用も始

まっている。十日町市では保育所の空調
に、新潟市では歩道融雪の利用が行われ
ており、平成 30 年度から車道融雪の実
証実験も始まっているところである。
また、西川流域下水道西川浄化セン

ターでは、長岡技術科学大学と民間企業
が参画し、下水道から発生する種々の資
源・エネルギーを活用した植物栽培実証
実験を、国の GAIA プロジェクトおよび
下水道応用研究の支援を受け行っている。
下水処理水から熱を取り出してハウス内
の冷暖房と冷水供給に利用し、加えて、
消化ガス発電による電力供給や、消化ガ
スから CO2 を分離し植物の光合成に利用

図－５　実験設備の概要

図－４　公共＋流域下水道管渠施設延長

※既設管を管更生した場合は、施工を実施した年度に更生管の延長を計上し、既設管渠延長から除いています。
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するなど、施設で使用するエネルギー全
てを下水道由来の資源でまかなっている
（図－５）。冷室では、わさびやいちごの
栽培などを行ってきており、温室では平
成 30 年度から葉物野菜の試験栽培（写
真－２）を実施したところである。
熱利用などの下水道資源・エネルギー

の利用は、循環型社会の構築や省エネル
ギー、CO2 削減の観点からも期待される
ところであり、積極的な情報発信や環境
整備に取り組んでいきたいと考えている。

７.情報発信

平成 30年度には、「よみがえるみずわ
くわくフェスタ」を西川流域下水道西川
浄化センターで開催し、あいにく降雨の
中にもかかわらず約 500名の方が訪れて
いる。その他にも小学校や自治会などの
施設見学も受け入れ、県下水道公社では、
学校54校を含む92団体、約３千人の方々
を案内し、下水道の重要性・役割等の情
報発信を行っているところである。令和
元年度も信濃川下流流域下水道長岡浄化
センターでのフェスタ開催を予定してお
り、引き続き、積極的な情報発信に努め

ていきたいと考えている。
また、下水道に関する最近の話題とし

てマンホールカード（図－６）が注目を
集め、県内では新潟市や小千谷市、村上
市、三条市などで発行している。平成
29年 12 月からは、県の流域下水道のマ
ンホールカードの配布も始め、現在では
県内 10市１流域で、16種類のカードが
発行されている。今後もこのマンホール
カードの取組を含め様々な形で下水道の
PRをしていきたいと考えている。

８.おわりに

下水道は、健康で快適な生活を送るた
め、また、河川や海域等の公共用水域の
水質保全や市街地の雨水の速やかな排除
のために必要不可欠な施設である。
新潟県では、年々、増加する老朽化施

設の維持・改築更新や頻発する地震等の
自然災害への対応など持続可能な下水道
へ向けた確実な取組を進めていくととも
に、引き続き、未普及地域の解消を図っ
ていきたいと考えている。
加えて、今後の人口減少が想定される

中、経営状況を的確に把握するため、令

和２年度より公営企業会計に移行すると
ともに、中長期的な経営の基本計画とな
る「経営戦略」の策定を予定していると
ころである。経営戦略による計画的・合
理的な経営、経営基盤の強化、財政マネ
ジメントの向上とともに、計画的な施設
の広域化・共同化、施設の適切な改築更
新、また、下水道エネルギーの積極的な
有効活用に総合的に取り組み、持続可能
で健全な下水道経営を進めていくことが
重要と考えている。

図－６　マンホールカードデザイン

写真－２　温室でのバジル栽培状況


